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サービスの流れ 

   ● 申請からサービス利用開始までに 1か月から 2か月程かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※       部分は対象者のかたに手続き等をしていただく項目です。                 

坂出市ふくし課 または 相談支援事業所 へ相談 

坂出市ふくし課 へ申請 

認定調査および障がい支援区分の認

定低定 

サービス等利用計画（案）または 

障がい児支援利用計画（案）の作成依頼 

※ ご希望の相談支援事業所で作成して 

もらい，市に提出してください。 

申請内容の審査と支給決定 

相談支援専門

員が必要なサ

ービス利用計

画を一緒に考

えます。 

受給者証の交付 

サービス担当者会に参加 

※ 今後，支援してくれる事業所も集まり，具体的な支援について決めていきます。 

【障がい支援区分】 

障がい者の心身の状態等に応じて必

要とされる標準的な支援の度合を区

分１から区分６までの６つの区分で

示します。この障がい支援区分と介

護する人や住居の状況，本人の意向

などにより，利用できるサービスの

内容や量が決まります。 

サービスを受けたい事業所・施設に 

受給者証を提示し，契約 

サービスの種類

によって，障が

い支援区分の認

定が必要になり

ます。 

サービス利用開始 

モニタリング 

  ※相談支援専門員が，サービス等の利用状況の確認を行い，計画の見直しを行います。 

 

 

 


